
１　里山、ため池、農地、公園、河川、海岸など自然環境の
　　保全・回復に取り組むとともに、陸の栄養を海まで届ける
　　「水とみどりでつながるネットワーク」を強化します。

２　海洋生物の生息・生育環境の保全に努め、持続可能な
　　海洋や漁場など、豊かな海の実現に取り組みます。

４　生物多様性の大切さを普及・啓発し、自然と関わる人たちの
　　つながりを強化し、自然と共生する人づくりを進めます。

５　これらの取組を産官学民が共創し、それぞれの立場で健全な生態系を
　　回復、保全し、向上させる社会・経済活動を進展させ、
　　豊かな自然環境を次世代に継承します。

３　特定外来生物対策に取り組み、生態系の保護・保全に努めます。

明石市は、以下の 5つの方針のもと、
ネイチャーポジティブの実現を目指すことをここに宣言します。

　世界では、 陸地の75％は著しく改変され、 海洋の66％は複数の人為的な要因の影響下にあり、

1700年以降湿地の85％以上が消失しました。 また、 調査されているほぼ全ての動物、 植物の

約25％の種の絶滅が危惧されているなど、 過去50年の間、 人類史上かつてない速度で地球全

体の自然が変化しており、 このままでは生物多様性の損失を止めることができず、 持続可能な社

会は実現できないとされています。

　こうした事態を受け、 国においては、 「生物多様性国家戦略２０２３-２０３０」 を閣議決定し、 生

物の種の数が回復していくポジティブな状態にしていくため、 2030年までに、 陸と海の30％以上

を健全な生態系として効果的に保全しようとする、 いわゆる「３０ｂｙ３０目標」を掲げ取組を進めて

います。

　明石市では、 これまでに、 気候非常事態宣言に基づき、 事業者の脱炭素経営に向けた支援や

太陽光発電施設の設置促進など 「ゼロ ・ カーボンあかし」 の実現に向けた取組、 循環型社会

の実現のためごみ減量施策などの 「ゼロ ・ ウェイストあかし」 の取組を進めてきました。

　持続可能な社会を実現するためには、 これまでの取組に加え、 生物多様性国家戦略を踏まえた

取組を強く推し進め、 里山から海までの水とみどりでつながるあかしの豊かな自然を健全な生態

系として効果的に保全 ・再生することが必要です。
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